
 

 

令和３年度 第１３回 直江津区地域協議会 

次 第 

 

日時：令和４年１月１８日（火）17:00 – 18:30 

会場：レインボーセンター 多目的ホール 

 

 

１ 開  会                          17:00 – 17:02 

 

 

２ 会長あいさつ                        17:02 – 17:05 

 

 

３ 議 題                           17:05 – 18:25 

    

【諮問事項】 

  ・市民いこいの家の温浴機能の廃止及びその後の利活用について 

 

 

【報告事項】 

・地域協議会会長会議について 

 

 

４ その他                           18:25 – 18:30    

・次回地域協議会 

２月１５日（火）午後６時３０分～ レインボーセンター 多目的ホール 

 

５ 閉  会 





別紙 

現況 諮問内容 

１ 目的 

  市民のふれあいと健康増進を図るため、いこいの家を設置す

る。 

 

２ 名称及び位置 

  市民いこいの家（石橋一丁目１番３号） 

 

３ 施設 

 (1) 和室 

 (2) 多目的室 

 (3) 浴場 

 (4) その他付属施設 

（一部施設の廃止） 

１ 廃止する施設 

  浴場 

 

２ 廃止予定日 

  令和４年４月１日 

 ※令和４年度は施設の改修工事を行うため、４月１日から全館

休館とする。 

 

（施設の追加） 

１ 追加する施設 

  浴場を廃止し、陶芸や水彩画等の講座を行うスペースを整備

する。なお、追加する施設の名称は新規条例制定または既存条

例の全部改正の際に定めるものとする。 

 

２ 追加予定日 

  令和５年４月 1日 

※ 「方針概要」については参考資料 1 のとおり、「これまでの経過」については参考資料２のとおり、「施設改修の概要」につい

ては参考資料３のとおり 



参考資料 1 
 

 

 

 

 

 

１ 市の方針  

市では、子どもや孫の世代への将来の財政負担を軽減するため、公の施設の適正配置を進め

ています。その中で、「市民いこいの家」につきましては、令和 3年度末をもって温浴機能を廃

止することとしています。 

その後は、老朽化している春日山荘で実施している「高齢者の趣味講座」の一部を移転し、

『高齢者の趣味活動の場』として活用するとともに、地域の皆さんによる“作品展示の場”や

無料でお使いいただける“共有スペース”を設けるなど、地域の皆さんの交流の場や気軽に立

ち寄っていただける憩いの場としての活用を考えています。 

 

２ 温浴機能廃止後の利活用について  

（１）新しい「市民いこいの家」の機能 

【高齢者の趣味講座】 

春日山荘で実施している「高齢者の趣味講座」の一部を移転 

【趣味活動の作品展示の場】 

「直江津ふれあい館（直江津小学校内）」で実施している高齢者の創作活動の発表（作品 

展示）の場を移転 

【貸 館】 

高齢者の趣味講座の空き時間は貸館として活用 

【共有スペース】 

無料の共有スペースを設け、地域の皆さんが気軽に立ち寄り、交流できる憩いの場として

活用 

 

（２）開館時間等の予定 

開館時間：毎週月曜日から土曜日の午前 9時から午後 6時まで 

休  館：毎週日曜日・祝日、年末年始 

 

３ 今後のスケジュール（予定）  

・ 令和 4年 1月 ：地域協議会へ諮問 

・ 令和 4年 3月 ：市議会定例会へ提案 

・ 令和 4年 3月末：温浴機能を廃止 

・ 令和 4年度中 ：施設の改修工事を実施、施設は休館とする 

・ 令和 5年 4月 ：リニューアルオープン 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 取組イメージ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民いこいの家の温浴機能の廃止及びその後の利活用について 地 域 協 議 会 資 料 

令和 4 年 1 月 18 日（火） 

福祉部 福祉課、高齢者支援課 

 

市民いこいの家 
 

機能移転 

春日山荘 

 

 高田西趣味の家 

 

直江津ふれあい館（直江津小学校内） 

 

＜現  行＞ 

  

  

浴 場 

貸 館 

＜ 見直し後 ＞ 

  

  

高齢者の趣味講座 

趣味活動の作品展示 

貸 館 

浴場廃止 

貸館継続

「 

高齢者の趣味講座 高齢者の趣味講座 

趣味活動の作品展示 

共有スペース 

機能集約 

機能移転 
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これまでの経過 

 

市民いこいの家 

月 実施内容 備考 

令和 2年 

7月 
利用実態調査 

・利用頻度、滞在時間、利用理由、他施設の利用状況等を調査 

※自宅に風呂がない人はいなかった 

8月 
直江津区地域協議会

説明（1回目） 

・市民いこいの家の運営状況を説明し、令和 3 年度をもって温浴機能を廃

止する方向で検討していることを説明 

9月 

直江津区地域協議会

説明（2回目） 
・利用実態調査の結果と今後の収支見込を含め、改めて市の方針を説明 

石橋一・二丁目町内

会長、東雲町一・二丁

目町内会長へ説明 

・町内会長へ温浴機能の廃止方針を説明 

9月～ 

12月 
温浴利用者へ説明 

・71人（1週間の実利用者）へ「施設の運営状況を説明し、令和 3年度末を 

もって温浴機能の廃止を検討している」ことを説明 

12月 
市民団体から要望書

提出（12/24） 

・「市民いこいの家を考える会」が温浴機能の存続を求める要望書を提出 

 【市の対応】 

・安定した市政を次の世代につないでいくために、「公の施設の適正配置」

を進める必要があることを説明し、引き続き、利用者や市民に温浴機能

の廃止について、理解と納得を深めていただけるよう丁寧な対応に努

めることを回答 

令和 3年 

5月 

石橋一・二丁目町内

会長、東雲町一・二丁

目町内会長へ活用案

を説明 

・市民いこいの家を、老朽化した春日山荘の「高齢者の趣味講座」の代替施

設として活用する市の考えを説明 

11月 
市民団体から要望書

提出（11/29） 

・「市民いこいの家を考える会」が、浴室存続に関する要望書と 1,511人分

の署名を提出 

 【市の対応】 

・人口減少の現状を踏まえた中で、安定した市政を次の世代につないで

いくため「公の施設の適正配置」の必要性を説明し、浴室の廃止後は、

春日山荘の趣味講座を市民いこいの家に移転したうえで、高齢者等の

憩いの場として活用していくことを説明 

・引き続き、地域の皆さんに浴室廃止と今後の活用方法について説明し

理解していただけるよう、丁寧な対応に努めることを回答 

12月 

石橋一・二丁目町内

会、東雲町一・二丁目

町内会へ説明 

・関係町内会の役員へ市の考えを説明 

12月 9日：東雲町一・二丁目町内会  

12月 17日：石橋一・二丁目町内会 

・12月下旬から、町内会住民に対し、文書回覧により市の方針を説明 

直江津区地域協議会

説明 

・12月 21日、地域協議会へ温浴機能廃止後の施設の活用について説明 

施設利用者へ説明 
・施設利用者（温浴利用者及び貸館利用者）へ市の考えを説明 

（温浴利用者 195人、貸館利用 17団体） 



 

春日山荘趣味講座 

月 実施内容 備考 

令和 3年 

5月 

社会福祉協議会（施設所有

者・運営主体）と協議 

・春日山荘の老朽化に伴い、春日山荘における趣味講座を廃止し、そ

の機能を市民いこいの家に移転することについて、双方で確認 

6月 
趣味講座の代表者会議との

第 1回意見交換会 

・春日山荘趣味講座の移転先を市民いこいの家とすることについて、

代表者会議 7講座 8人と意見交換 

7月 
代表者会議との第 2 回意見

交換会（現地見学会） 
・代表者会議 7講座 8人と市民いこいの家を見学 

7月～ 

8月 

受講生との第 1 回意見交換

会 

・27 講座約 100 人の講師及び受講生に対し、市民いこいの家への移

転について市の考えを説明 

9月 

受講生の現地見学会 ・希望があった 9講座約 60人が、市民いこいの家を見学 

受講生との第 2 回意見交換

会 

・希望があった 14講座の講師及び受講生と意見交換 

・市民いこいの家（一部、高田西趣味の家）への移転について、すべ

ての講座から了承を得る 

 

 

直江津ふれあい館 

月 実施内容 備考 

令和 2年 

8月 
直江津区地域協議会説明 ・レインボーセンターへ機能移転する方針を説明 

令和 3年 

8月 

管理受託先である住吉町町

内会へ説明 

・町内会長及び管理人に対し、市民いこいの家への移転について説

明。町内会から了承を得る 

管理人の現地見学会 ・管理人 3人に対し、市民いこいの家での展示場所について現地説明 

10月 
利用団体へ現地見学会を兼

ねた説明 

・11団体に対し、市民いこいの家での展示場所について説明。すべて

の団体から移設について了承を得る 

 



 

市民いこいの家の改修について 

 ◆主な改修内容   

 ①陶芸用作業スペースの整備 

    男女の浴室は、段差を解消し、陶芸用の電動ろくろや釉薬
ゆうやく

を扱う部屋として使用できるよ

うにします。また、女子浴室から外に出ることができるよう出入口を新設の上、屋外に陶芸

電気窯を設置します。 

②創作室（陶芸や水彩画など、水を扱う教室用）の設置 

    休憩処から脱衣所までの壁を撤去し、新たに 1部屋を整備します。 

  ③共有スペースの設置 

    机とイスを設置し、地域の皆さんや来館者が集えるフリースペースとします。 

④展示スペースの整備 

    １階談話ロビーを作品展示スペースとします。 

⑤間仕切りの新設 

    １階多目的室及び２階大広間に可動式の間仕切りを設置し、同時に２つの団体が使用でき

るようにします。 

  ⑥トイレの洋式化 

    １階・２階のトイレにある和式便座を洋式化します。 

 

【現在の市民いこいの家 平面図】 

 

 

  
 

 

 

(注)実際の部屋の大きさとは 

異なります 

① 

② 

⑥ ⑥ 
⑤ 

⑤ 

④ 
③ 

③ 
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【資料№2】 

地域協議会会長会議 次第 

 

と き 令和 4年 1月 6日（木） 

午後 3時 30分から 

ところ 上越文化会館 大会議室 

 

 

１ 開会 

 

 

 

 

２ 市長より 

 

 

 

 

３ 報告事項 

  「地域協議会に関する意識調査」結果を受けた各地域協議会における 

今後の取組の検討結果について  …  配布資料  

 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

 

５ 閉会 

 

 

 

 



１　「地域協議会に関する意識調査」結果でみられた主な回答

ア　意見交換について イ　会議運営について ウ　情報発信について

・協議会が地域課題の解消に向けて取
り組むためには、地域の団体等との意
見交換や情報共有が必要
・課題に気付き、自分たちで解決して
いかなければならないという思いを住
民と協議会委員の両方が共有しながら
議論を進めることが必要
・日頃から協議会と諸団体の間の風通
しをよくしておくことが必要

・会議の開催日時が不定期で、予定が
立てにくかった。
・月1回の会議だけでは取り組むテーマ
の解消ができない。
・毎回1 時間程度の協議時間が設定さ
れているが、議論の内容を深めるゆと
りがなく時間切れになる。
・学習会や先進的地域への研修視察を
重視すること。
・委員の責務として、全ての議題に対
して各委員から必ず発言していただく
ような会議運営にしてほしい。
・協議会に参加してもなかなか発言で
きなかった。

・地域住民等から協議会の活動に関心
を持ってもらうために「地域協議会だ
より」を工夫し委員の声などを載せ、
より親しみのある内容にしていく。
・各地域の取り組み等を定期的に「地
域協議会だより」として回覧板でも良
いので多数発行し、活動内容を理解し
てもらう。

２　「地域協議会に関する意識調査」結果を受けた各地域協議会における取組の検討結果

ア　意見交換について イ　会議運営について ウ　情報発信について

1 高田区

・分科会などでの協議を進めていく中
で、必要に応じて地域住民（団体）と
の意見交換を行う。意見交換を行う際
は、女性や若者の参加も見据え、実施
方法を検討する。

・全体会は第3月曜日 午後6時30分～、
分科会は第1月曜日 午後6時30分～を基
本としつつ、必要に応じて臨時会や移
動例会等の開催を検討する。
・分科会やグループワーク等の手法を
通して、委員が発言しやすい会議運営
を行う。
・必要に応じて視察や研修の実施を検
討する。

・高田区地域協議会だよりの全戸配布
について、町内会長協議会との話し合
いを継続する。
・高田区地域協議会の活動内容の周知
方法を検討する。
・高田区地域協議会だよりの掲載内容
については、現状で自主的審議事項の
審議内容等を掲載しており、現行どお
りとする。
【その他の意見】
・住民から地域協議会の活動に関心を
持ってもらうため、広報上越で毎月数
区ごとに地域協議会の活動をPRするよ
うな内容を掲載することができればよ
いと思う。

2 新道区

・自主的審議テーマの設定に向けて、
町内会長との意見交換会を開催した。
今後は、発言内容を踏まえて審議を進
める。
・次年度以降も同様の意見交換会を開
催し、検討や取組の状況について認識
を共有しながら審議を進めていく。

※1月開催の地域協議会で協議予定

【開催日】
・なるべく多くの委員が出席できるよ
う、毎回の会議などで出欠を確認し、
決定する（現行どおり）。
【審議の進め方】
・審議を効果的に進めるため、必要に
応じてグループワークを実施し、委員
が発言しやすいかたちを作っている。
・今後も同様に進める。

※1月開催の地域協議会で協議予定

【地域協議会だより】
・年4回程度発行
・町内会長の負担を考慮し「班回覧」
にて実施する（現行どおり）。

※1月開催の地域協議会で協議予定

3 金谷区

【自主的審議事項】
・検討チームが協議を進めて行く中
で、必要に応じて地域住民（団体）と
の意見交換を随時実施していく。
【自主的審議事項以外】
・地域からの要望や新たな課題が出た
場合、必要に応じて実施する。
【出張協議会】
・コロナウィルス感染症が落ち着くと
思われる4月以降に、向橋町内会館を会
場に実施する。

【開催日、開催時間、回数について】
・現行（毎月第4水曜日午後6時から）
どおりとする。
【視察や研修の積極的な実施につい
て】
・自主的審議を進めるうえで、必要な
視察・研修を適宜実施する。
・金谷区を知るため、金谷地域歴史を
守る会が作成したマップをもとに、現
地視察を行う。
【会議の進行・発言の機会】
・現行の進め方でよい。

【発行回数、掲載内容】
年4回発行、金谷区全戸配布（現行どお
りとする）

4 春日区

・地域の実情をとらえた審議を行うと
ともに、対応策の実現につなげていく
ため、町内会長等との意見交換会など
を開催する。

【開催日】
・なるべく多くの委員が出席できるよ
う、毎回の会議などで出欠を確認し、
決定する（現行どおり）。通常は平日
開催とするが、会議が長時間に及ぶ場
合は土日開催に変更するなど、議論の
必要に応じて対応していく（現行どお
り）。
【審議の進め方】
・自主的審議テーマの候補が複数ある
中で、委員が課題認識を持つテーマに
ついて議論することや、発言しやすい
体制をつくり議論の活発化を図るた
め、委員を3つのグループに分けて分科
会を設置した。

【地域協議会だより】
・年4回程度発行
・地域活動支援事業の募集・審査や自
主的審議の状況など、地域協議会の活
動について適宜周知していく。

各地域協議会における今後の取組の検討結果一覧

＜「地域協議会に関する意識調査」結果を受けた取組＞

主な回答

令和 4年 1月 6日（木） 

地域協議会会長会議 

配 布 資 料 
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ア　意見交換について イ　会議運営について ウ　情報発信について

5 諏訪区

・自主的審議テーマの設定に向けて、
町内会長との意見交換会を開催し、地
域の意見を踏まえて審議を行ってい
る。
・今後も、地域の団体と意見交換を行
い、関係者と意思疎通を図りながら審
議を進めていく。

【開催日】
・なるべく多くの委員が出席できるよ
う、毎回の会議などで出欠を確認し、
決定する（現行どおり）。仕事を持つ
委員が会議に参加しやすくなるよう、
会議の開始時刻を午後７時からとする
（現行どおり）。
【審議の進め方】
・各委員が発言しやすい体制をつく
り、議論の活発化を図るため、自主的
審議に関する審議グループを設置し
た。

【地域協議会だより】
・年4回程度発行
・地域活動支援事業の募集や事前説明
会の開催周知など、関係者が限られる
ものは、町内会長の負担も考慮し「班
回覧」に、配分額の使いかたを示す採
択事業の一覧や、地域の課題に関する
自主的審議の状況など、全住民に知っ
ていただきたいものは「全戸配布」と
する（現行どおり）。

6 津有区

・既に町内会長との意見交換会を開催
し、自主的審議テーマの設定に生かす
ことができている。
・今後も必要に応じて地域の各団体と
の意見交換を行い、課題の情報共有を
積極的に実施する。

【開催日時】
・現状どおり、月末の月曜日 午後6時
30分
【開催回数】
・現状どおり、概ね月1回
【視察・研修】
・既に研修として講師を呼んだ勉強会
を行い、自主的審議に生かすことがで
きている。
・今後も積極的に実施する。
【発言の機会】
・既に議長が出席委員全員に意見を求
めるなど、多くの委員に発言の機会を
設けるよう配慮している。
・今後も同様に努める。
【分科会】
・審議内容に応じて、グループワーク
等の話し合いの場を設け、委員が発言
しやすい雰囲気作りを心掛けている。
・今後も同様に努める。

・地域協議会だよりについて、協議会
の存在や活動内容を多くの住民に周知
するために、内容を工夫する。
・特に、絵や写真を多く掲載し、住民
に見てもらえる紙面づくりを心掛け
る。（11月発行分から実施済み）

7 三郷区

【自主的審議事項】
・現在、取り組んでいる自主的審議事
項の協議を各班で進めて行く中で、必
要に応じて地域住民（団体）との意見
交換を随時実施していく。
【自主的審議事項以外】
・現在、取り組んでいる自主的審議事
項以外の案件について、地域住民との
意見交換会の実施にあたっては、目
的、対象、目指すゴール等を協議した
うえで実施する。

【会議開催日】
・木曜日を除く日程で開催する。
【開催時間】
・現行（午後6時30分）どおりとする。
【会議の運営方法】
・この会議の場で十分に議論して、結
論を出すことを基本とする。
・とことん議論することが1番よいが、
時間的にも許す時間帯がある。その場
合は別日に会議を開催するなどの対応
を考える。
【会議の進行・発言の機会】
・必要に応じて会長が個々に指名し、
意見を引き出して行く。
【その他（会議等に運営に関する改善
点）】
・現在、取り組んでいる自主的審議事
項について、現行どおり、各班で行わ
れている協議内容の報告をし、全体会
議の中でも議論していく。

【発行回数】
年4回発行、金谷区全戸配布（現行どお
りとする）
【掲載内容】
・地域住民へ問題提起をする内容を含
める。
・地域の課題を掘り下げ、また広げて
いくため、地域協議会で「やっている
こと」「結果」を報告し、地域からの
声を返してもらえるような仕組みを検
討する。
【SNS等の利用】
・委員から「地域協議会のアカウント
を作り、地域協議会の活動をSNS等を利
用してタイムリーに発信できないか。
そして地域住民からコメント等をもら
うことができるような仕組みができれ
ば、情報の更新も早くでき、若者から
も情報がフィードバックされるのでは
ないか」との意見があった。（SNS等の
利用は市の検討課題としてほしい）

8 和田区

・自主的審議の協議等により、必要に
応じて地域住民（団体）との意見交換
を行う。

・開催日を原則第3水曜日（午後6時30
分～）とする。
・グループワークの実施等、委員が意
見を出しやすい会議運営に努める。
・自主的審議事項の協議等により、必
要に応じて視察や研修を行う。

・地域協議会だよりの発行回数は年4回
（全戸配布）の現行どおりとする。
・地域協議会だよりにおいて、委員以
外の人からの意見の掲載を検討する。

9 高士区

・既に町内会長や地域団体等との意見
交換会を開催し、自主的審議に生かす
ことができている。
・今後も必要に応じて意見交換を行
い、課題の情報共有を積極的に実施す
る。

【開催日時】
・現状どおり、毎回の会議で委員の都
合を確認して次回開催日を決定する。
【開催回数】
・現状どおり、概ね月1回
【視察・研修】
・議論に必要な情報を得るため、積極
的に実施する。
【発言の機会】
・既に議長が出席委員全員に意見を求
めるなど、多くの委員に発言の機会を
設けるよう配慮している。
・今後も同様に努める。
【分科会】
・既に審議内容に応じて、グループ
ワーク等の話し合いの場を設け、委員
が発言しやすい雰囲気作りを心掛けて
いる。
・今後も同様に努める。

・地域協議会だよりの作成に当たって
は、より多くの地域住民に関心を持っ
てもらえるようにするため、委員の声
やイラスト・写真、自主的審議の進捗
状況などを工夫して掲載する。
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10 直江津区

・意見交換会（町内会長、団体等）を
例年化し、地域課題の把握・解消に努
める。
・意見交換会で課題として挙がった
テーマについて、じっくりと議論し、
解決策を検討する。

・開催日…なるべく多くの委員が出席
できるよう改めて開催日の設定等を確
認した（毎月第3火曜日・18時30分
～）。
・学習会…コロナ禍も鑑みながら、区
内も含め年1回は視察を実施する。
・発言等…議題・資料を早めに配布
し、欠席者が事務局に意見等を伝えら
れるようにする。テーマ・内容にもよ
るが、グループワークを積極的に活用
する。

・地域協議会だよりに地域活動支援事
業事例集などを参考にして写真を取り
入れるなど読みやすい紙面づくりを心
掛ける。また、委員の意見・視点等を
反映できるような体制を検討した。
→記事やレイアウトについて意見を出
してもらう編集委員を3名選任した。

11 有田区

・意見交換会（例：町内会長や活動団
体）を定例的に開催し、地域の課題や
団体が困っていることなどを聞き取
る。

・開催日…なるべく多くの委員が出席
できるよう会議の中で、次回開催日に
ついて協議又は連絡する。
・学習会…コロナ禍も鑑みながら、区
内も含め年1回は視察（現地視察）を実
施する。
・発言等…会議に意見をまとめて来れ
るように開催案内などで協議内容を事
前周知する。

・地域協議会だよりに写真を多く取り
入れるなど読みやすい紙面づくりを心
掛ける。

12 八千浦区

・意見交換会（例：町内会長や活動団
体）を定例的に開催する（年1回程
度）。
・自主的審議事項の協議の際に話題と
なる海岸のごみ問題について、他区の
海岸美化活動を行っている団体と情報
共有や意見交換を行う。

・開催日…なるべく多くの委員が出席
できるよう会議の中で、次回開催日に
ついて協議又は連絡する。
・学習会…コロナ禍も鑑みながら、区
内も含め年1回は視察（現地視察）を実
施する。
　地域課題の把握には、地域内を歩い
て回り、現状を理解することも有効で
ある。
・発言等…テーマ・内容にもよるが、
全員の意見を確認する。
・自主的審議事項等…委員が新たに把
握した地域課題についても年1回程度意
見交換を行う。

・地域協議会だよりを八千浦交流館は
まぐみ（スポーツハウスはまぐみに
も）に掲示する。その他の施設への掲
示も検討・依頼する（駅や郵便局な
ど）。また、八千浦地区明るい町づく
り協議会のホームページに掲載する。
・若年層が集う会合に出向き、地域協
議会のPRを行う。
・フェイスブックなどSNSを活用し、広
報する。

13 保倉区

・町内会長や活動団体と意見や情報を
共有するため、全体会議や役員同士の
会議などを定例的に開催する。

・開催日…なるべく多くの委員が出席
できるよう会議の中で、次回開催日に
ついて協議又は連絡する。
・学習会等…コロナ禍も鑑みながら、
区内も含め年1回は視察（現地視察）を
実施する。
・発言等…テーマ・内容にもよるが、
全員の意見を確認する。

・地域協議会だよりを公民館に掲示す
る。その他の施設への掲示も検討・依
頼する（郵便局など）。

14 北諏訪区

・町内会長連絡協議会、北諏訪まちづ
くり振興会と意見交換会を定例的に開
催する。

・開催日…なるべく多くの委員が出席
できるよう会議の中で、次回開催日に
ついて協議又は連絡する。
・学習会…コロナ禍も鑑みながら、区
内も含め年1回は視察（現地視察）を実
施する。
・発言等…会議に意見をまとめて来れ
るように開催案内などで協議内容を事
前周知する。

・地域協議会だよりに写真を多く取り
入れるなど読みやすい紙面づくりを心
掛ける。

15
谷浜・
桑取区

・意見交換会（例：町内会長や活動団
体）を定例的に開催する（年1回程
度）。
・実施方法は、コロナ禍も考慮しなが
ら、地域を分けての開催のほか、全員
が出席するような意見交換会は開催せ
ずに、テーマを決めてそれぞれの会で
話し合うことも想定する。

・開催日…なるべく多くの委員が出席
できるよう会議の中で、次回開催日に
ついて連絡する。
・発言等…会議に意見をまとめて来れ
るように開催案内などで協議内容を事
前周知する。
・学習会…コロナ禍も鑑みながら、区
内も含め年1回は視察（現地視察）を実
施する。

・地域協議会の取組について住民に周
知するため、地域協議会だよりにおい
て地域協議会で協議している内容につ
いての記事を増やす。
・地域の活動事例を載せるなど、会議
の中で地域協議会だよりの掲載内容を
検討する。

16 安塚区

・地域課題の把握・解消に向けて、住
民組織、福祉・スポーツ団体、町内
会、地域住民等との話合いの一層の活
性化を図る。

・原則として、会議の開催日は毎月第4
火曜日に設定しており、会議の際に改
めて委員の都合を確認し、開催日時を
決定している。
・会議の進め方については、今後もグ
ループワークの実施や必要に応じて会
長が各委員に発言を求めるなど、多く
の委員に発言の機会を設けるよう配慮
する。
・自主的審議事項等の議論がより一層
深まるよう、議論に必要な情報を得る
ための視察研修を実施している。

・地域協議会の活動に対して、より多
くの住民から関心を持ってもらうた
め、地域協議会だよりに委員の声や自
主的審議事項の取組状況等を掲載し、
全戸配布している。
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17 浦川原区

　主に町内会を対象としている出張地
域協議会を継続しつつ、新たに、若者
や子育て世代など年代層別に意見交換
会を開催し、課題を把握する。なお、
必要に応じて分野別に委員を班分けす
るなど、小グループによる実施を検討
する。

・会議の開催日時の設定や議論が深ま
るような運用については柔軟に対応し
ており、今までどおりでよい。
・区内の現状を把握するため、学校や
団体等への視察を行うほか、現在、検
討を進めている自主的審議の状況に応
じて、必要であれば研修会や勉強会を
開催する。
・各委員は積極的に発言しており、委
員に発言を強要するような運営の仕方
はかえってよくない。
・より自由に、フランクに委員同士で
話合いや意見交換のできる場（委員全
員ではなく、少人数で話し合うことの
できる場…非公開）を設ける。

　地域協議会の活動への理解を深めて
もらえるように、地域協議会だよりに
自主的審議の協議過程も掲載する。
　また、防災行政無線による周知につ
いて、単なる開催のお知らせではな
く、具体的な会議内容をアナウンスに
盛り込む。

18 大島区

・現在行っている出張地域協議会を今
後も開催し、地域協議会終了後地域住
民と意見交換を行う。
・住民組織や他区の地域協議会等との
意見交換を行う。

・委員が会議に参加しやすくなるよう
な開催日時や回数を柔軟に設定する。
・各議題についての勉強会や話し合い
の場を適宜設ける。

・引き続き地域協議会だよりを年３回
発行する。
・地域協議会だよりにおいて、地域協
議会の概要を掲載し、住民にお知らせ
する。

19 牧区

・自主的審議を進めるにあたり、区内
の子育て世代やNPO法人牧振興会と意見
交換会を実施し、地域の課題解決に向
けて協議を進めている。

【会議の開催日】
・委員の希望を集約し、原則毎月第4週
の火曜日に設定している。年度初めに
年間スケジュールを示し、委員が年間
を通して予定しやすくなるよう配慮し
ている。
【開催時間】
・夕方の6時30分を開始時刻としてい
る。また、冬期間（11月～3月）は30分
繰り上げ6時00分を開始時刻としてい
る。

・委員が、任期中に必ず1度は地域協議
会だよりの編集に関わるように、委員
を4班の編集委員会に分け、年3回発行
し全戸配布している。地域協議会への
関心をもってもらうため、視察研修や
自主的審議事項等の活動報告を編集担
当委員が作成しており、委員の意見や
思いなどもたよりに掲載している。

20 柿崎区

・団体との懇談会を開催し、自主的審
議のテーマを決定した。
・自主的審議と関わりのある地域団体
等との意見交換の実施を通じて地域の
意見を積極的に収集し、議論にいかし
ている。
・頸北地区地域協議会委員合同研修会
を開催し、隣接地区との意見交換を実
施している。

・会議の日程は原則、毎月第3火曜日に
設定しており、予定が立てやすくなる
よう配慮している。
・自主的審議事項等の議論がより一層
深まるよう、議論に必要な情報を得る
ための視察研修を行っている。
・議長が広く委員の意見を求めるよう
配慮している。
・頸北地区地域協議会委員合同研修会
を開催し、地域課題に対する研修を
行っている。

・地域協議会だよりについて、地域住
民が読んだときに取組に関心を持って
もらえるように、委員目線・地域目線
で載せるトピックや文面を工夫してい
る。
・例年、まちづくりフォーラムにおい
て、地域協議会の活動報告を行ってい
る。

21 大潟区

・地域協議会、町内会長協議会、まち
づくり大潟による「大潟区連絡会議」
を組織しており、年数回会議を開催
し、各団体が把握している地域課題等
について協議している。
・頸北地域の地域協議会委員による合
同研修会を開催しており、地域課題の
共有と意見交換を実施している。
・今後、全町内会長と地域協議会委員
全員による意見交換、懇談の場を設け
ることができないか検討していく。

・原則として、会議の開催日を毎月第
４木曜日（祝日等の場合は第３木曜
日）に設定しており、委員が年間を通
して予定しやすいよう配慮している。
・地域活動支援事業審査前の勉強会、
「公の施設の適正配置計画」に搭載さ
れた施設の現場視察、自主的審議事項
に取り上げる鵜の浜人魚館の現場視察
等、地域協議会での議論を深めるた
め、定例の協議会以外に適時実施して
いる。
・令和3年度について、大潟区地域協議
会委員視察研修として、自主的審議事
項の参考とすることを目的に、安塚区
のキューピッドバレイ指定管理者であ
るスマイルリゾート（株）の総支配人
からキューピッドバレイ利用客増加に
向けた取組を聞いた。
・頸北地区地域協議会委員合同研修会
を開催し、地域課題に対する研修を
行っている。
・委員の発言については、議長である
会長が会議進行する中で、挙手して発
言した委員以外の委員を指名し、意見
を求めるなど、参加委員全員が発言で
きるよう配慮している。

・地域協議会委員が、任期中に必ず1度
は地域協議会だよりの編集に関わるよ
うに、委員を4班の地域だより編集委員
会に分け、年3回地域協議会だよりを作
成、全戸配布により地域協議会の活動
状況や、自主的審議事項の協議状況等
を住民に伝えている。
・地域協議会だよりについては、原稿
執筆、編集、印刷等の作業全てを編集
委員が担っており、委員それぞれの意
見や委員としての意気込みなどを掲載
している。
・現状、地域協議会からの情報発信の
みとなっていることから、地域住民か
らの意見を受け付ける仕組みづくりが
できないか検討し、紙面上に「住民の
声」欄を取りいれる等を検討する。
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22 頸城区

・市民活動団体、サークル団体、町内
会長会議との意見交換会を通じて地域
の意見や問題点を聞き取る。
・3小学校、1中学校の児童会、生徒
会、PTAとの意見交換会の場を設け、子
どもたちの声や意見を把握し、議論に
いかしていく。

※1月開催の第9回地域協議会で再度検
討予定

【会議の開催日時】
・勤めている委員が参加しやすいよう
に午後6時から午後6時30分に変更した
経緯があり、開催時間は現状のままで
よい。
・開催日は、商売をしていると月末だ
と締日や支払日があるので月の中旬に
変更し、開催日を予め決めておき予定
を立てやすくする。

※1月開催の第9回地域協議会で再度検
討予定

・地域協議会だよりについて現2回の発
行から複数回の発行にする。
・地域住民に関心を持ってもらうため
に頸城区民が困っている課題や取組を
掲載するなど紙面づくりに工夫が必
要。
・地域協議会委員が何をして、どのよ
うな問題や解決にあたろうとしている
のか、小中学生向けの情報紙を作るこ
とも検討していく。

※1月開催の第9回地域協議会で再度検
討予定

23 吉川区

・既に地区別意見交換会や分科会によ
る関係者との意見交換を開催してお
り、今後も必要に応じて地域協議会で
協議をしながら実施する。
・頸北地区地域協議会委員合同研修会
を開催し、隣接地区との意見交換を実
施している。

・会議の日程は毎月第3木曜日に設定し
ており、予定が立てやすくなるよう配
慮している。
・審議内容によっては、分科会の設置
や自主的な勉強会の開催など議論が深
まる取り組みをしている。
・議長が広く委員の意見を求めるよう
配慮している。
・自主的審議事項では、毎回議題に載
せ議論を深めており、視察研修につい
てはコロナ禍が終息すれば必要に応じ
て実施できる。
・頸北地区地域協議会委員合同研修会
を開催し、地域課題に対する研修を
行っている。

・地域協議会だより編集委員を選任
し、審議事項や自主的審議事項などの
活動について、市民や委員の意見など
を地域協議会だよりに掲載し全戸配布
している。
・地域協議会だよりを見易くするた
め、文字の大きさや写真、イラストを
活用するなど紙面づくりに意を用いて
いる。

24 中郷区

自主的審議事項を検討するにあたり協
議が必要と思われる団体や地域住民と
の意見交換を行うなどして、地域協議
会の考えていることと地域住民が望ん
でいることに差異がないように進めて
いる。

・会議の開催日時については委員の意
見を聞き決定している。また、会議の
進行上、必要があれば分科会形式で
行っており、意見の集約等スムーズな
会議運営となっている。
・地域協議会においては全員から発言
してもらうようにしている。今後も気
軽に意見を言える会になるよう進めて
いく。

地域協議会だよりは年3回、9月、12
月、3月と発行している。内容について
は自主的審議事項の進捗状況や協議内
容について連載しているほか、委員の
研修状況や意見交換会の状況なども載
せ、地域協議会での活動がわかるよう
に発信している。（全戸配布）

25 板倉区

・令和3年度、6地区（針・山部・寺
野・宮嶋・筒方・豊原）の地区連絡協
議会と意見交換を実施する予定であっ
たが、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大により中止した。今後は令和4年
度開催に向け、具体的な開催方法等を
検討する。
・令和3年度、3つの部会（産業建設、
健康福祉、地域振興）において、板倉
区内の各種団体と意見交換を実施し、
地域の課題を把握することで新たな自
主的審議のテーマを検討している。
・今後も適宜、地域住民との話し合い
を行っていく。

【開催日】
・開催日については会長、副会長と事
前に打合せし、地域協議会の際に他の
委員に確認し決定している。
【研修会】
・令和3年度は頸城区へ視察研修に出向
いた。
・地域活動支援事業の採択方針や、地
域活動支援事業の現地確認など適宜勉
強会を設けている。
【部会の設置】
・産業建設部会、健康福祉部会、地域
振興部会、地域活動支援事業審査基準
検討部会に委員が分かれて話し合いの
場を設けている。
【委員の発言状況】
・全体会において発言回数に差はある
が、部会では委員全員が発言してい
る。
・今後も今までの取組を継続し、さら
に充実させていく。

【地域協議会だより】
・令和3年度は4回、編集委員会を開催
し原稿を作成。全戸配布するとともに
市ＨＰに掲載。
・毎号担当者を決めて、委員の声「ひ
とこと」を掲載
・今後も地域協議会だよりに委員の声
や自主的審議の進捗状況等を掲載する
などの工夫をする。
・また、毎月発行する総合事務所だよ
りにも、必要があれば地域協議会につ
いての記事を掲載する。

26 清里区

【意見交換会】
・区内にどのような課題があるのかを
把握するためには、町内会長連絡協議
会や民生委員・児童委員会等との意見
交換や情報共有が必要である。
・コロナ禍での実施は難しいが、状況
を見ながら実施したい。

【会議開催日】
・急な案件がなければ毎月最終木曜日
の午後3時とし、会議の中で次回の開催
日程を決めている。
・委員に意見求めたが、変更を希望す
る声はなかった。
【発言の機会】
・発言が特定の人に偏らないよう、必
要に応じて1人1人指名し、全委員に発
言の機会を与えている。
【勉強会】
・自主的審議のテーマ選定にあたり、
勉強会を開催し検討を進めている。

【地域協議会だより】
・これまでどおり年4回の発行、全戸配
布を継続する。
・正副会長、編集委員（2名）で編集会
議を実施し、掲載内容を検討する。
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27 三和区

・地域課題の解消に向け、引き続き地
域の各団体（振興会、町内会長協議
会、青少年育成会議）等との意見交換
を行い、三和区における課題の情報共
有と対策を検討する。

・各議題に対し、委員一人一人が自覚
を持って事前準備を行い、自発的に発
言することで議論を深める。
・現在、会議は委員が参加しやすい時
間帯（午後6時30分～）としているが、
審議に時間を要すると見込まれる場合
は、開会時間を早めるなど柔軟に対応
する。
・会議の進め方については、今後もグ
ループワークの実施や会長が各委員に
均等に発言を求めるなど、多くの委員
に発言の機会を設けるように配慮す
る。

・地域協議会だよりの作成に当たって
は、より多くの地域住民に関心を持っ
てもらえるようにするため、他区の地
域協議会だよりを参考にしながら、委
員の声（想い、意見、感想）やイラス
ト・写真などを工夫して掲載する。

28 名立区

・必要に応じて、区内のまちづくり団
体や、他地域協議会との意見交換会、
自主的審議事項に関係する団体との協
議を行っている。
・今後も現在の取組を継続する。

・日中、仕事がある方に配慮し、開催
時間を夕方以降に設定している。
・地域協議会に加えて適宜分科会を開
催し、より発言しやすい環境で議論を
深めている。
・自主的審議事項の議論を進めるにあ
たり、関係団体との意見交換や、住民
へのアンケートの実施、類似の施設を
持つ地域協議会への視察などを行って
いる。
・今後も現在の取組を継続する。

・地域協議会だよりに自主的審議事項
の進捗状況の報告や、地域協議会委員
が体験したこと、感じたことを掲載す
るトピックスを設けるなど、関心を
持ってもらえるような記事内容を心掛
けている。
・今後も現在の取組を継続するととも
に、編集会議において、より関心を
持ってもらえる記事内容の検討を行っ
ていく。
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令和 4年 1月 13日 
各地域協議会への配付・説明資料 

自治・地域振興課 

令和 3年度 地域協議会会長会議（1月 6日開催）における市からの説明事項の概要等 

地域協議会に期待することや、地域活動支援事業（令和 4年度）等について 

 ⑴ 市の現状認識 

  ・当市はこの間の市町村合併により、広大な面積を有し、様々な地勢や土地の利活用に富み、

住民の皆さんが育んできた歴史や文化なども様々です。 

  ・一方で、人口減少や少子高齢化などが進み、地域の活力を維持していくことが難しくなっ

てきており、地域の活性化につながる更に効果的な手立てが必要と考えています。 

 ⑵ 目指す地域分権 

・私の目指す「地域分権」とは、地域の活力向上を主眼に置くものと考えています。 

  ・地域の活力を向上するためには、多様な地域の資源を活用しながら、地域が自らの考えの

もとに、積極的に、地域の実情にあった取組を進めていくことが必要です。 

  ・この取組を有効に進めるためには、地域の方々や地域協議会、市職員が力をあわせて地域

のことを考え、実行に移す仕組みが求められます。 

  ・人口が減少していく中、世の中が変わってきており、地域も職員も「自分が実行して物事

を決めていく」基本に立ち返らないと物事は良い方向に進んでいかない状況にあること

から、実効性のある取組を生み出し、地域の活性化につなげたいと考えています。 

  ・実行に移す仕組みの一つとして、「地域独自の予算」を考えています。令和 5年度当初予

算の編成から段階的に取り組んでいき、地域で提案のあった事業ごとに市議会で予算案

を審議いただける方法を考えていきます。 

  ・これらの仕組みについては、令和 4年度にかけて検討していきます。 

 ⑶ 地域協議会への期待 

  ・当市の地域協議会の重要な役割として、区内の課題を対象に、地域の団体との連携・協力

関係を築く中で解決策を導き出すため、また、地域の意見を市政に反映するため、「自主

的に審議を行うこと」があります。 

  ・積極的に地域の方々と意見を交わす中で、「取り組むべき地域の課題を選び出し、どう解

決していくか」といった令和 5 年度予算案への反映を視野に入れた取組をお願いいたし

ます。 

  ・現状では、既存の制度として「地域を元気にするために必要な提案事業」があります。市

の担当課や総合事務所、まちづくりセンターでは、早い段階で議論に加わり、実現可能な

取組となるよう進めていきます。地域協議会におかれては、令和 4年度ではこの事業の活

用を念頭に置き、自主的審議を進めていくことを期待しております。 

 ⑷ 地域活動支援事業 

  ・地域活動支援事業は、民間の活動に対する補助であり、受け身の性格が強いことから、こ

れからの地域の活性化を考えた場合、十分な手法とは言えないと考えています。 

・地域活動支援事業については、令和 5 年度からの「地域独自の予算」までの経過措置と

して、地域の活動への配慮の観点から令和 4 年度に限ってこれまで同様の支援を行いた

いと考えています。 

  ・地域協議会におかれては、従来以上に自主的審議に集中し、議論を深めていただきたいこ

とから、その一環として、経過措置として行う令和 4年度の採択基準の検討や審査に係る

一連の作業は、総合事務所やまちづくりセンターが令和 3 年度のものを引き続き活用し

ながら行うこととし、地域協議会には審査等をお願いしないことを考えておりました。 

 市の今後の対応について                               

  地域活動支援事業の審査を含む取扱い等について、地域協議会会長会議での会長からの質

問、意見を踏まえ、検討を急ぎ進めています。その結果は、あらためてお知らせいたします。 



令和 4年 1月 18日 
地域協議会配付資料 
自治・地域振興課 

 

地域活動支援事業（令和 4年度）の実施に関する考え方について（案） 

 

１ 実施主体について  

1月 6日の会長会議で市長から、「地域協議会からは従来以上に自主的審議に集中し、議論を深

めていただきたいことから、経過措置として行う令和 4年度の地域活動支援事業における審査及

び採択は、市が令和 3年度の各区の基準等を活用しながら行う」との説明を行いました。その後

の質疑の中で複数の会長から、「令和 4 年度も地域協議会に審査等を任せてほしい」といったご

意見がありました。 

そのご意見を踏まえて、改めて「市の今後の対応」を検討した結果、市による審査を基本とし

ながらも、「地域協議会が令和 5 年度予算案への反映を視野に入れた自主的審議を行うことを前

提に、地域協議会として地域活動支援事業の審査、採択を行う意向のある場合は、令和 3年度同

様に地域協議会へ審査等を依頼する」ことを考えています。 

なお、本取扱い案の概要は、令和 4年市議会 3月定例会での新年度予算の成立を前提としたも

のであり、市議会での議論により内容は変更となる場合があります。 

２ 個別事項について  
 

Ｑ１ 地域活動支援事業は、令和 4年度をもって終了するのか。 

 Ａ１ 地域活動支援事業は、令和 5年度からは実施しない方針です。 
 
 

Ｑ２ 経過措置として行う考え方はどういったものか。 

Ａ２ 今回の経過措置については、これまで活動されていた地域の団体の皆さんにとって、急と

なる事業の終了は活動方法の工夫や財源の工面といった点で対応することが難しいのではな

いかと考え、令和 4年度に限って支援を継続するものです。 
 
 

Ｑ３ これまでの審査基準は 28区でそれぞれ地域事情を踏まえたものとなっていたが、市が審

査等を行う区については、審査基準を統一するのか。 

Ａ３ 審査基準を統一する考えはありません。 

Ｑ２のとおり、令和 4年度は経過措置として考えており、それぞれの区では、これまで地

域ごとの考え方をまとめて基準等を作り、審査してきた経過があります。令和 3年度の審査

基準等を踏まえて審査することを考えています。 
 
 

Ｑ４ 市が審査等を行う場合、地域協議会が採択方針や審査結果について意見を述べることは

できるのか。また、これまで地域協議会が担ってきた作業の全部ではないが、一部につい

て、引き続き地域協議会が担うことはできるのか。 

Ａ４ 採択方針や審査結果について、地域協議会に報告する機会を設けたいと考えています。 

また、自主的審議の妨げとならない範囲で、審査基準の見直しや審査の実施などの一部に

あっても地域協議会が関わることができるよう考えています。 
 
 

Ｑ５ 配分額に満たなかった場合の対応として、追加募集の取扱いは全区で統一するのか。 

Ａ５ これまで活動されてきた地域の団体の皆さんへの配慮を前提としており、経過措置の趣旨

からも、募集は 1回と考えています。 
 
 

Ｑ６ 令和 4年度の経過措置の予算額は、これまでどおり 1.8億円か。 

Ａ６ 令和 4年度の予算案は決定していませんが、1.8億円程度を予定しています。 


